
 

 

 

----------本文---------- 

お客様の注文が約定しま

した。  

［約定日時］:09/28 09:00 

［銘柄］:松井証券[東]8628 

［取引区分］:現物 

［売買］:買 

［約定単価（円）］:486 

［約定数量（株）］:100  

 

詳細は、ネットストック会

員画面でご確認ください。 

＜約定通知メールサンプル＞ 

平成 22 年 9 月 29 日 

各    位 

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 

松 井 証 券 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長   松 井  道 夫 
（ 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 ： 8 6 2 8 ） 

 

「通知メールサービス」の取扱開始について 

 

松井証券は、平成 22 年 10 月中旬（予定）より、約定内容や追証発生などについて、メールで

お知らせする「通知メールサービス」を開始いたします。 

 

これまで、注文が約定した場合、会員画面内で約定内容をご確認いただいておりましたが、「発

注した注文の約定をいち早く知りたい」というご要望にお応えして、約定内容をメールでお知ら

せする「約定通知メール」の配信サービスを開始することといたしました。 

 

「約定通知メール」とあわせて開始する「その他通知メール」では、追証の発生やネットスト

ック口座への入金反映についてメールでお知らせするなど、お客様の利便性が向上するものと考

えます。また、「その他通知メール」ではセキュリティ対策の観点より、出金受付や登録情報変更

の依頼があった場合など、メールでお知らせするサービスもご利用いただけるようになります。

これにより、お客様の利便性向上に加え、お客様に安心してお取引いただくための環境が向上す

るものと考えます。 

 

【サービス内容】 
 

1. 約定通知メール 

株式取引（現物取引・信用取引）1、先物・オプション取引（大証）2、

夜間先物取引（CME®）3,4、NetFx（外国為替保証金取引）4 に関する

注文について、約 1 分毎に約定内容を銘柄（通貨）、取引内容等で取り

まとめ、対象取引毎にメールでお知らせいたします。 
 

2. その他通知メール 

 追証（追加保証金・追加証拠金）発生通知 

信用取引および先物・オプション取引において追証（追加保証金・

追加証拠金）が発生した場合 5、後場大引け後のバッチ処理終了後

（17:00 頃）、または夜間バッチ処理終了後（翌朝 05:00 頃）にメー

ルでお知らせいたします。 
 

 入金完了通知、出金依頼受付通知 

ネットストック口座に入金が反映された場合 6、または出金依頼

を受付した場合、メールでお知らせいたします。 

 

「その他通知メール」では、上記以外にも登録情報変更時 7 および各種取引口座の開設が完了

した場合など、お客様の口座状況等にあわせて各種通知メールの配信を行います。また、このた

びの通知メールサービスの開始に伴い、メールアドレスを 2 つまでご登録いただけるようになり

ます。これにより、パソコンと携帯電話のメールアドレスをそれぞれ登録するなど、用途に応じ

た使い分けも可能になります。 

 

松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。 

 

以上 



 

 

 
※1 現引、現渡、新規公開株、公募・売出し、単元未満株の取引は通知対象外です。 

※2 SQ 決済、および SQ 決済日における権利行使、権利割当の取引は通知対象外です。 

※3 SQ 決済は通知対象外です。 

※4 夜間先物取引（CME®）、NetFx については、ロスカット注文の約定も通知されます。 

※5 信用取引では、夜間バッチ処理で再審査を行うため、【追証発生のご連絡】が配信されても追証が解消す

る場合や、追証の請求金額が変更になることがあります。このような追証の解消、及びすでに発生済の

追証の金額増減は通知対象外です。なお、不足金、追加担保、現金証拠金不足等は通知対象となりませ

ん。また、夜間先物取引（CME®）、大証 FX、NetFx における追証（追加保証金・追加証拠金）は通知

対象外です。 

※6 ネットリンク入金は原則リアルタイムで反映されるため通知対象外です。 

※7 登録メールアドレスの変更の場合、変更前後のメールアドレス双方にご連絡します。また、書類での手

続きが必要な項目の変更の場合、変更受付時点での通知となり手続完了時は通知されません。 

 
 

※ 通知メールは、電子メールで配信します。電子メールはその仕組上、メールが配信されない場合や、遅延

する場合があります。配信の遅延およびその他の理由によって生じたいかなる損害についても補償の対象

ではありません。 

※ 追証（追加保証金・追加証拠金）発生の正式なご連絡は、会員画面内上部【ホーム】－【お知らせ】画面

にメッセージを掲載して行います。追証（追加保証金・追加証拠金）発生の有無、請求金額、期日等の詳

細は必ずメッセージでご確認ください。 

※ 現在、既存サービスの「追証通知メール」をご利用いただいているお客様は、新サービス開始に伴い「そ

の他通知メール」への設定移管を行います。メールサービスは自動的に継続されますので、メールアドレ

スの変更やお客様自身での設定手続き等は必要ありません。ただし、ネットストック口座にメールアドレ

スをご登録いただいていない場合、移管手続きができません。ご注意ください。 

※ 大証 FX における約定通知等の「通知メールサービス」は、大証 FX 会員画面で個別に設定する必要があ

ります。詳細は当社WEB サイト（大証 FX-取引ルール）をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

■ 当プレスリリースに記載の商品等に投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費

等をご負担いただく場合があります。また、全ての商品等には価格の変動等による損失を生

じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。

当プレスリリースに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについて

は、当社 WEB サイトの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面、目論見書またはお客

様向け資料などに記載されていますので、当該 WEB サイトをご確認ください。 

■ 口座開設料は無料です。口座基本料は個人の場合には原則無料ですが、上場会社、資本金が 1

億円超の未上場会社、宗教・学校法人等の場合には、年間 31,500 円（税込）の特別課金を行

う場合があります。ただし、口座開設月から 1 年間は無料とし、過去 1 年間に取引がある場

合には次の 1 年間を無料とします。 

※口座開設後、各種書面の交付方法を電子交付から郵送交付に変更した場合、書面の郵送 

管理費として年間 1,050 円をご負担いただく場合があります。 

■ 松井証券株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 164 号／加入協会名 日本

証券業協会、社団法人金融先物取引業協会） 
 

【お客様からのお問い合わせ先】        【報道関係からのお問い合わせ先】 

口座開設サポート（平日 08:30～17:00）         取締役 和里田 聰 

0120-021-906（03-5216-0617）            03-5216-8650 

http://www.matsui.co.jp/service/osefx/rule.html#15

